
 

 

議員提出第１号 

 

   天草市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 天草市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和８年２月２７日提出 

                           議会運営委員長 中尾 友二   

 

 

   天草市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 天草市議会委員会条例（平成１８年天草市条例第２８０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第１号及び第３号中「７人」を「６人」に改め、同項第５号中「２５人」を

「２３人」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月２３日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

 議員定数の削減に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 

 


